
【導入】 

「どうして周りに頼れないの？ 

同じ職場の人なのに」 

 

「わかってもらえないし、言えるわけないよ…」 

 

昨年、私の母はうつ病を発症しました。 

 

しかし職場に、母を支えてくれる人はいなかったのです。 

 

母は体調が安定しない中、無理を重ね、一人で苦しみ続けました。 

 

その結果、体調を崩し、心も疲れ果て、入院することになったのです。 

 

会社は退職せざるを得ませんでした。 

 

このように、働く精神障がい者が苦しみ、追い詰められる現状を、 

私は見過ごせません！ 

 

本弁論では、精神障害者の就労状況の考察、その解決について訴えます！！ 

 

【現状】 

 

精神障害とは、うつ病や統合失調症などの精神疾患によって、精神機能が変化し、日常生活に支

障が出る状態のことを指します。 

しかし、この症状があっても、サポートさえあれば、就労を続けることができるのです。 

 

現在、精神障害者の就労意欲は非常に高く、精神障害者のうち 7割の人が働くことを希望してい

ます。 

実際、働いている精神障害者は、約 20万人存在します。 

 

さらに、ハローワークに求職にくる精神障害者の数は 10万件以上。 

この件数は、10年間で 3倍以上に増加しており、他の障害者と比べても多いのです。  

しかし、いざ就職したにも関わらず、多くの人が離職しているのです。 

政府の調査によると、精神障害者の 1年以内の離職率は一般の人たちのおよそ 5倍です。 

 



それではなぜ、多くの精神障害者が、離職を余儀なくされているのでしょうか。 

 

それは、精神障害の特殊性が関係しています。 

 

精神障害は他の障害と比べ、見た目からその症状を判断するのが困難です。 

 

さらに、その症状は人によって異なります。 

 

そのため、周囲の人は、何に配慮をすれば良いのか分かりづらいのです。 

 

内閣府の、精神障害者の要望を調査したアンケートでは、 

 

外見では分からない障害による苦しみを理解してほしい、 

 

と回答した人が 73%もいます。 

 

つまり、精神障害は、見た目から症状を判断することが難しいのです。 

 

さらに、その症状には個人差があるので、それぞれに寄り添った対応が望まれています。 

 

これに対し、政府は対策を打っています。 

 

それは、一人一人の精神障害者の特性に合わせ、サポートをする、ジョブコーチという支援です。 

 

ジョブコーチとは、定期的に障害者や彼らが働く企業に出向いて、支援する人のことです。 

 

具体的には、職場に、障害者本人が力を発揮しやすい作業の提案をします。 

また、障害特性を踏まえた仕事の教え方も指導します。 

 

このジョブコーチには配置型、訪問型、企業在籍型の三種類あります。 

 

この三種類のうち、配置型、訪問型のジョブコーチは、それぞれの所属する団体から派遣されま

す。 

 

一方で、企業在籍型は、社内にジョブコーチを配置します。 

 



そうすることで、障害者の状態や働き方に対し、細やかに支援することができるのです。 

 

このように、職場定着に向けた政府支援はありますが、働く精神障害者の半数が 1年以内に退

職してしまい、離職率は高いままなのです。 

 

以上をまとめると、現在日本には、働く意欲のある精神障害者が多くいます。 

 

そして、その就労人数も上昇傾向にあります。 

 

しかし、1年後にはそのうちの約半数が職場をあとにしてしまっているのです。 

 

これに対し、政府も対策を打っていますが、解決には至っていないのが現状です。 

 

 

【問題点】 

 

働きたい場所を見つけ、そこで働くことを目指し、ようやく就職できた。 

 

障害を持っていても働けるのだと希望を持てた。 

 

しかし、精神障害者を待ち受けていたのは、仕事を続けられないという現実でした。 

 

彼らは、自身で選んだ仕事に、向き合うことすら、できていないのです。 

 

そんな彼らは、たとえ就職できたとしても、働けないのではないのか、という不安に駆られていま

す。 

 

それにより、心に傷を負った精神障害者はますます苦しんでいるのです。 

 

働けるのに、働きたいのに、やめざるを得ない状況に置かれてしまう。 

 

我々は、苦しみの中にいる彼らに、救いの手を差し伸べなければならないのです！ 

 

【理念】 

 



私の理想は、精神障害を発症した、誰もが働き続けることができる社会の実現です。 

 

そのためには、彼らを支える存在が必要です 

 

これによって、精神障害者は安心して働くことができます。 

 

そうすることで、彼らは自身の力を発揮し、働き続けることができるのです！ 

 

 

 

【原因】 

 

それではなぜ、政府の支援があるのにも関わらず、精神障害者の離職率は高いままなのでしょう

か。 

 

それは、職場で常に精神障害者を見守る存在がいないからです。 

 

精神障害者には、日々の職場の雰囲気によって、配慮すべきことが異なるという特性がありま

す。 

 

そのため、日頃から精神障害者の様子を観察し、必要に応じてアドバイスや助けを出す人が必要

なのです。 

 

この問題に対応できる存在こそが、企業在籍型ジョブコーチです。 

 

しかし、この企業在籍型ジョブコーチの運用には課題があります。 

 

企業在籍型ジョブコーチは、外部からジョブコーチの資格を持っている人を新たに雇用します。 

 

よって、企業にとって雇用する金銭的な負担があるのです。 

 

厚生労働省のデータによると、現在企業在籍型ジョブコーチは約 4000人です。 

その一方で、精神障害者を雇用している企業は 5万社あり、圧倒的に人数が足りていません。 

 



したがって、企業在籍型は費用、そして人数の面から、全ての企業に導入するのが困難なので

す。 

 

【プラン】 

 

そこで私は一点のプランを提案します！ 

 

それは在籍する社員を活用し、企業在籍型ジョブコーチを育成することです。 

 

ジョブコーチは合計 42時間の研修を受けることで資格を得ることができます。 

 

そして、社員に、この講習の受講を義務化します。 

 

義務化の対象は、精神障害者を 1人でも雇っている企業とし、約５万社が対象です。 

 

そうすることで、各企業に企業在籍型ジョブコーチを配置することが可能となります！ 

 

さらに、雇用している人を活用するため、賃金など、企業側の金銭的負担を少なくなるのです。 

 

また、精神障害者と同じ職場で働く社員をジョブコーチとすることは、彼らを常に側で見守り、アド

バイスや手助けができることにも繋がるのです。 

 

実際に、この支援を導入した職場での、6か月後精神障害者の職場定着率は 88%以上です。 

 

また、アンケートによると、企業在籍型ジョブコーチを活用した企業は、 

 

「障害者本人がストレスを感じやすい場面や体調変化などが把握できた。」 

 

と答えています。 

 

また、実施に利用した働く精神障がい者は 

 

「心配事など色々と話を聞いてもらい、安心できた」 

 

と答えています。 

 



このように双方の不安を解消し、職場環境が改善しているのです。 

 

実際、企業在籍型ジョブコーチを活用している会社では、精神障害者の職場定着に繋がったとい

う企業は 7割もいます。 

 

また、精神障害者を雇い入れた際、 

職場への適応がスムーズになったと答えたのは約 8割です。 

 

このように、企業在籍型ジョブコーチの導入により、精神障害者が職場でサポートを受けることが

できます。 

 

そして、彼らは、安心して働くことができるようになるのです！ 

 

【締め】 

 

精神障害によって、以前のような生活を送れなくなった人たち。 

 

それでも、「働きたい！」というその思いに、変わりはありません。 

 

仕事への熱意や目標も変わらないのに、 

 

自分の意思に反して身体が言うことを聞かず、その願いが叶わない、、 

 

私の母もその一人でした。 

 

しかし、支えてくれる人の存在によって、仕事を続けられるようになるのです！ 

 

適切なサポートを受けることによって、 

 

母が、全ての精神障がい者が、前向きに生きる社会の実現を願って！ 

 

本弁論を終了させていただきます。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 


